
令和７年２月９日 

 

千葉市環境局資源循環部 

廃棄物施設維持課長     

 

ごみ輸送管交換に伴うシステム収集停止のお知らせ［３、４工区］及びごみの出し方について 

 

日頃より、ごみの減量化や再資源化の推進に御理解と御協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

令和６年６月９日付でお知らせいたしましたごみ輸送管交換に伴う車両収集期間等の詳細事項

が決定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。 

 

記 
 

１ 令和７年度の車両収集 

（１） スケジュール 

 令和７年度のごみ輸送管交換対象工区は別紙１「ごみ輸送管全体図（参考）」に示す３、４工区

です。３、４工区では、ごみ輸送管交換に伴い、車両によるごみ収集を行いますので、ご協力お願

いいたします。 

 投入口施錠、解錠日時及び車両収集開始日、終了日については、２～４週間前に千葉市ホーム

ページ及びメール等にて各マンション管理会社へお知らせいたします。 

なお、車両収集期間中は、幕張クリーンセンターから遠隔で投入口を施錠いたします。施錠し

ている間はごみの投入ができなくなるため、ご注意願います。 

 

■ 工区ごとのスケジュール 

 

■ 令和７年度車両収集スケジュール（目安） 

 

 

※ システム収集と車両収集が重なる期間はどちらでも捨てることができますが、車両収集の曜日に 
ご注意ください。 

※ 車両収集期間中においても、平日、祝日問わず収集します。 
※ 交換作業の進捗状況によって、車両収集期間を延長する場合があります。 

 
 

交換対象 ０工区 １工区 ２工区 ３工区 ４工区 ５工区

令和6年度 ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇

令和7年度 3・4工区 〇 〇 〇 車両収集 車両収集 〇

令和8年度 2・4工区 〇 車両収集 車両収集 車両収集 車両収集 車両収集

令和9年度 1・5工区 〇 車両収集
〇

車両収集
〇 車両収集 車両収集

　 〇 ：平常通り、システムによる収集を行います 　車両収集：一部期間において、車両収集を行います

２工区のうち
ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸはｼｽﾃﾑ収集

備考

4月1日 4月2日 4月3日

火 水 木

システム収集

車両収集

…3工区 … … 8月中

可燃ごみ 毎週火、金曜日 不燃ごみ 毎月第2、4木曜日

システム収集

車両収集

… 9月中 …4工区 … 8月中

可燃ごみ 毎週火、金曜日 不燃ごみ 毎月第2、4木曜日

幕張ベイタウン協議会 

幕張ベイタウン自治会連合会 

配布用資料 

変更の可能性があります。 

１ 



■ 令和７年度車両収集対象マンション 

３工区  ４工区 

パティオス１番街 パティオス３番街  パティオス４番街 パティオス６番街 

パティオス５番街 パティオス８番街  パティオス１１番街 パティオス１３番街 

パティオス１２番街 ベイタウングリーナ  パティオス１５番街 パティオス１７番街 

サウスコート ミラリオ１，２，３番館  

 

（２） 車両収集に伴う注意事項 

  車両収集では、システム収集とはルールが異なりますので、以下の点にご注意ください。 

 

 注意事項 

ごみを出せる日時 

原則、収集日の朝６～８時に出してください。 

ただし、マンションのルールがある場合は、マンションのルールに従っ

てください。 

ごみを出す場所 

マンションごとに定められた場所へ出してください。 

ごみ出し場所をこれまでの場所から変更する場合又は変更したい場合

は、３月７日（金）までに当課連絡先宛にご連絡ください。 

カラス除け 
カラスネットの貸与を行っております。 

必要なマンションは、当課連絡先宛にご連絡ください。 

車両収集で 

使用できる指定袋 

可燃ごみ、不燃ごみともに、車両収集では、全ての大きさの指定袋を使

用可能です。※ 
 
※ 使い切らなかった３０ℓ、４５ℓの指定袋は、次回車両収集時や投入禁止物を捨てる際にご使用ください。買取、

交換はいたしかねますので、ご了承ください。 
システム収集では、３０ℓ、４５ℓの指定袋を使用できないため、３０ℓ、４５ℓの指定袋に入れたごみを誤って
投入口へ入れないようご注意ください。 

 

２ ごみの出し方 

（１） 不燃ごみの排出実態調査 

  令和６年６月から不燃ごみの排出実態調査を行ったところ、多くのマンションで投入禁止物（投

入口へ入れてはいけないもの）を投入されていることが確認されました。 

捨て方に間違いが多い投入禁止物及び正しい捨て方を別紙２「間違えやすい投入禁止物と正し

い捨て方」にまとめましたので、利用者の皆さまへの周知をお願いいたします。 

 

（２） 「廃棄物空気輸送システム利用地区のごみの出し方」の改訂 

  令和４、５年と２年連続で投入禁止物の投入によってごみ輸送管が詰まり、システム収集が緊

急停止したこと及び不燃ごみの排出実態調査の結果を踏まえ、皆さまにごみの出し方をわかりや

すくお伝えするために、「廃棄物空気輸送システム利用地区のごみの出し方」を別紙３のとおり改

訂いたします。 

  日本語版、英語版、中国語版、韓国語版を用意しておりますので、２月２８日（金）までに必要

な言語の部数を当課連絡先宛にご連絡ください。 

  ４月１日（火）以降、幕張クリーンセンター運転管理受託者である J＆T 環境（株）が各マンシ

ョン管理人様宛にお持ちいたします。大変お手数おかけいたしますが、各戸への配布はマンショ

ン内にてご対応お願いいたします。 

【お問い合わせ先】 

環境局資源循環部廃棄物施設維持課        

(電話)043-245-5653    (FAX)043-245-5477 

(Mail) shisetsuiji.ENR@city.chiba.lg.jp 

 

２ 
２ 
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